
目

次

告

示

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
の
一
部
改

正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
二

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
事

務

局
）
…
三

監
査
委
員

○
包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
等
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

二〇〇

令
和七･
五･二八
株
式
会
社

ハ
ッ
ピ
ー

フ
ィ
ー
ル

ド

青
森
市
矢

作
一
丁
目

一
四
の
二

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム
な

ご
み
の
家

め
り
い

青
森
市
矢

作
一
丁
目

一
四
の
二
令
和七･
六･
一
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

三五三

令
和七･
五･二八
株
式
会
社

ハ
ッ
ピ
ー

フ
ィ
ー
ル

ド

青
森
市
矢

作
一
丁
目

一
四
の
二

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム
な

ご
み
の
家

め
り
い

青
森
市
矢

作
一
丁
目

一
四
の
二
令
和七･
六･
一
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第924号令和７年６月９日 月曜日

第
九
百
二
十
四
号

令
和
七
年六

月
九
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
秋
葉
会

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
三

の
一
三
八

短
期
入
所
コ
レ
ク
テ
ィ

ブ
ハ
ウ
ス
彩

香
園
ア
ル
テ

リ
ー
ベ

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
境
ノ
沢

一
三
二

令
和七･
六･三〇

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
平
賀

平
川
市
小
和
森
上
松
岡
一
九
三
の
一

外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
二
の
七

代
表
取
締
役

石
黒
靖
規

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

代
表
取
締
役

加
藤
久
誠

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
の
七
〇

代
表
取
締
役

成
瀬
明
弘

三

市
町
村
の
意
見
の
概
要

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数
の
変
更
に
つ
い
て
、
駐
車
場
敷
地
へ
埋
設
さ
れ
て
い
る
防
火
水

槽
及
び
減
少
区
域
に
対
す
る
防
犯
上
・
環
境
衛
生
上
の
管
理
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
た
い
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
平
川
市
役
所

２

期
間

令
和
七
年
六
月
九
日
か
ら
同
年
七
月
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
平
川
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

平
成
八
年
十
月
四
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る

こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（ ）2青 森 県 報 第924号令和７年６月９日 月曜日



令
和
七
年
六
月
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
市
の
項
中

「
青
森
市
清
掃
工
場

場
長

」
を

「
青
森
市
清
掃
工
場

場
長

あ
お
も
り
親
子
は
ぐ

く
み
プ
ラ
ザ

所
長

」
に

改
め
、
同
表
弘
前
市
の
項
中
「
、
主
幹
（
法
規
、
秘
書
」
の
下
に
「
、
人
事
」
を
加
え
、
同
表
八
戸

市
の
項
中
「
人
事
担
当
」
を
「
人
事
、
職
員
団
体
、
勤
務
条
件
担
当
」
に
改
め
、
同
表
黒
石
市
の
項

中
「
（
課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
法
規
、
庁
舎
管
理
担
当
」
を
「
法
規

担
当
」
に
、
「
庁
舎
管
理
、
人
事
」
を
「
人
事
」
に
改
め
、
「
財
政
係
長
」
の
下
に
「
、
主
査
（
秘

書
担
当
）
」
を
加
え
、
同
表
五
所
川
原
市
の
項
中
「
課
長
、
」
の
下
に
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
所

長
、
」
を
加
え
、
「
管
財
係
長
」
を
「
管
財
検
査
係
長
」
に
改
め
、
同
表
十
和
田
市
の
項
中
「
課
長

補
佐
」
を
「
所
長
、
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
表
三
沢
市
の
項
中
「
庁
舎
管
理
、
事
務
管
理
、
予
算

担
当
」
を
「
事
務
管
理
、
予
算
、
庁
舎
管
理
担
当
」
に
、
「
人
事
管
理
係
長
」
を
「
給
与
厚
生
係

長
、
人
事
戦
略
係
長
」
に
、
「
管
財
課
管
理
係
長
、
政
策
調
整
係
長
」
を
「
行
革
推
進
係
長
」
に
、

「
行
革
推
進
係
長
」
を
「
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
係
長
」
に
改
め
、
同
表
む
つ
市
の
項
中
「
秘
書

担
当
」
を
「
秘
書
、
人
事
担
当
」
に
改
め
、
「
主
任
主
査
（
人
事
担
当
）
」
の
下
に
「
、
主
任
（
人

事
担
当
）
」
を
加
え
、
同
表
横
浜
町
の
項
中
「
総
務
課
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
企
画
財
政
課
課
長

補
佐
」
を
加
え
、
同
表
東
北
町
の
項
中

「

上
北
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー

所
長

」
を

「

支
所

支
所
長

上
北
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー

所
長

」
に
改

め
、
同
表
階
上
町
の
項
中

「

課
長

」
を
「

課
長
、
室
長

」
に
改
め
、
同
表
八
戸
地
域
広
域
市
町
村
圏
事
務

組
合
の
項
中
「
総
務
課
長
」
の
下
に
「
、
清
掃
工
場
長
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
所
長
」
を
加
え
、

「
、
清
掃
工
場
長
」
を
削
り
、
同
表
西
北
五
環
境
整
備
事
務
組
合
の
項
を
削
り
、
同
表
西
北
五
広
域

福
祉
事
務
組
合
の
項
中
「
森
田
学
園
長
」
を
「
事
務
局
長
、
園
長
」
に
改
め
、
同
表
つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合
の
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
課
長
、
室
長
、
所
長
、
総
務
係
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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青
森
市
ほ
ろ
が
け
福
祉
館

〃

小
柳
六
丁
目
二
の
七

青
森
市
民
体
育
館

〃

合
浦
二
丁
目
九
の
一

青
森
市
ほ
ろ
が
け
福
祉
館

〃

小
柳
六
丁
目
二
の
七

花
岡
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

〃

浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
野
尻
一
四
の
一

花
岡
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

〃

浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
野
尻
一
四
の
一

青
森
市
総
合
体
育
館

〃

大
字
浦
町
字
橋
本
三
三
五
の
一
七



義
務
教
育
学
校

校
長
、
教
頭

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
九
日

青
森
県
監
査
委
員

佐
々
木

知

彦

青
森
県
監
査
委
員

三

浦

朋

子

青
森
県
監
査
委
員

櫛

引

ユ
キ
子

青
森
県
監
査
委
員

小
比
類
巻

正

規

一

包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

小

林

太

郎

青
森
県
弘
前
市
大
字
和
徳
町
五
二

齊

藤

貴

彰

青
森
県
八
戸
市
南
類
家
一
丁
目
一
五
の
六

鈴

木

崇

大

青
森
県
弘
前
市
大
字
城
南
五
丁
目
三
の
二
一

千

田

泰

士

青
森
県
八
戸
市
売
市
二
丁
目
八
の
五

石

動

龍

青
森
県
八
戸
市
大
字
河
原
木
字
小
田
上
二
〇
の
一
七

二

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

令
和
七
年
六
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


